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衛生主管部（局）長 殿  

帝冒詣  
厚生労働省健康局結核感染症課   

．正）－ ニニiこt◆J！  
‾■、｛●‾■”■－■′－・ヽ一【▼▼．．＿－  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項  

及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について   

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第  

14条第2項に基づく届出の基準等について」（平成18年3月8日健感発第0308001号）  

の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成19年6月15日から適用することとした  

ので了知されたい。  
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医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 新旧対照表  

別紙  

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準   

第1～2（略）   

第3 二頬感染症   

1（略）  

2 結核   

（1）定義  

結核菌群（妙CO由仁ねr／㌦f血′C〟／0∫／βCOmPlex、ただし伽β由仁ねr／∽m欠ル／∫  

BCGを除く）による感染症である。   

（2）臨床的特徴  

感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は喀疾塗抹陽性の  

肺結核患者であるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに娃菌陰性の患者や肺  
外結核患者が感染源になることもある。感染後数週間から一生涯にわたり臨床  

的に発病の可能性があるが、発病するのは通常30％程度である。若い患者の場  

合、発病に先立つ数ヶ月～数年以内に結核患者と接触歴のあることが塵⊥ユ。  

感染後の発病のリスクは感染後間もない時期（とくに1年以内）に高く、年  

齢的には乳幼児期、思春期に高い。また、特定の疾患（糖尿病、胃潰瘍、慢性  

腎不全、エイズ、塵肺等）を合併している者竺免疫抑制剤（副腎皮質ホ／レモン  

剤、TNFα阻害薬等）治療中の者等においても高くなる。  

多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する（肺結核）  

別紙  

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準   

第1～2（略）   

第3 二頬感染症   

1（略）  

2 結核   

（1）定義  

結核菌群（ルCβ由cねr／㌦f〟垣rc〟佃∫／βCOmPlex、ただしめ肌血灯ね〃∽  

血ル／j BCGを除く）による感染症である。  

（2）臨床的特徴  

感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は喀疾塗抹陽性の  

肺結核患者であるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外  
結核患者が感染源になることもある。感染後数週間から一生涯にわたり臨床的  

に発病の可能性があるが、発病するのは通常30％程度である。若い患者の場合、  
発病に先立つ数ヶ月～数年以内に結核患者と接触歴を有することが塾旦。   

感染後の発病のリスクは感染後間もない時期（とくに1年以内）に高く、年  
齢的には乳幼児期、思春期に高い．。また、特定の疾患（糖尿病、慢性腎不全、  

エイズ、＿⊆ム肺等）を合併している者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤  
（副腎皮質ホルモン剤、TNFα阻害薬等）治療中の者等においても高くなる。   

多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する（肺結核）  
が、肺外臓器にも起こりうる。肺外雁患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、  
脊椎・その他の骨・関節、腎・尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身  

に播種した場合には粟粒結核となる。   

肺結核の症状は咳、喀疾、微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血  
疾、全身倦怠感、碑も多  

い。  

が、肺外臓器にも起こりうる。肺外躍患臓器として多いのは胸膜、  肺門・末梢  

リンパ節、脊椎・その他の骨・関節、腎臓・尿生殖器、腸、腹膜、心外膜、皮  
肺結核では、画像上何ら  粟粒結核等で  あ旦。   中枢神経系、喉頭、眼、耳、  膚、  

⊥⊥⊥二J」 

喀疾や胃液、肺胞洗浄液等から結核菌を検出できることもある。肺外臓器の病  

変の場合は、組織検査で特徴的な所見（巨細胞肉芽腫、ときに抗酸菌がみられ  

病変の膿や分泌液等から結核菌  を検出できること  る）が得られることが多く  
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鵬ティフェ   

咄他覚   

申所見で獅ある。   

（3）届出基準   

ア 患者（確定例）  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結  

核が疑われ、かつ躯ついては、  

次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断した場合には、法第  

12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ  
れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

胸部エックス埠、CT等卿当該検査所見  

にプ〕口㈱判断がなされ  

・ニ・－・・－こ∴・．－：∴・－－・・・∴∴、・ご －・■、トニ、  

鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、  

気管支拡張症、良性腫瘍である。  

イ 無症状病原体保有者  

医師は、診察した者が（2）の臨床的塵盗を呈していないが、次の表の盤  

（3）届出基準   

ア 患者（確定例）  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結  

核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断  
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな  

らない。  

ちぎ廊換出検査方法以外によ互換査割勘こつ  

魂医師が障壁患者でみると診断す  

るに星各判断がなされる場合に限斬  

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、 そ  

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、  

気管支拡張症、良性腫瘍笠である。  

イ 無症状病原体保有者  

医師は、診察した者が（2）の臨床的畳墾を呈していないが、次の表の塵  
塚頓査方準以外の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者  

と診断し、かつ、結核医療を必要とすると認められる場合」亜奉性結核感染  

塵Lに限り、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら  
ない。  

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ  
れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

阜歳未満の者にお両塵  

仝細かかる範囲での庫復、継続した顔触等の疫学的  

状些から感榔  

ウ 疑似症患者  

医師は、（2）の臨床的生盤を有する者を診察した結果、症状や所見から、  

結核の疑似症患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法  

査以外の左欄に掲げる検査方法により、結核の  エックス線  CT等画像   

無症状柄原体保有者と診断し、かつ、結核医療を必要とすると認められる場  

合に限り、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな  

い。   

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ  

れぞれ同義の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

ウ 疑似症患者  

医師は、（2）の臨床的塵迭を有する者を診察した結果、症状や所見から、   

結核の疑似症患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法   

第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  
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疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考   

慮し判断する。   

エ 感染症死亡者の死体  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、   

結核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡  

疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考   

慮し判断する。   

エ 感染症死亡者の死体  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、   

結核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、・結核により死亡  

したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな   したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな   

ければならない。   ければならない。   

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ   この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ   

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。   れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。   

オ 感染症死亡疑い者の死体   オ 感染症死亡疑い者の死体   

医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、   医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、   

結核により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出   結核により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出   

を直ちに行わなければならない．〕   を直ちに行わなければならない。   

検査方法  検査材料   検査方法  検査材料   

∽  塗抹検査による病原体の検出  喀疾、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、気管   塗抹検査による病原体の検出  喀疾、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、肺胞   
l  

分離・同定による病原体の検出 去肺胞洗浄猟胸水、膿汁・分泌液、尿、   洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、   

核酸増幅法による病原体遺伝子 便、脳脊髄液、組織材料   脳脊髄液、組織材料   

の検出   分離・同定による病原体の検出 喀疾、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、肺胞   

病理検査における特異的所見の 病理組織   洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、   

確認   脳脊髄液、組織材料   

ツベルクリン反応検査（発赤、 度盛盈星   核酸増幅法による病原体遺伝子 喀疾、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、肺胞   

硬結、水癌、壊死の有無）   の検出  洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、   

リンパ球の菌特異蛋白刺激によ 血液   脳脊髄液、組織材料   

る放出インターフェロンγ試験   組織標本における特異的所見   病理組織   

（QFT等）   画像所見  胸部エックス線、CT等検査画像  

画像検査における所見の確認  胸部エックス線直像、CT等検査画像   

3～4（略）   
3～4（略）  

第4～8（略）   
第4～8（略）  
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Bリ記様式1－1～2－1（略）   

別記様式2－2  
別音己様式Z－2  

別記様式1－1～2－1（略）   

別記様式2－2  
別‡己様式2－Z  

転‾‾‾▲‾▲計‾発‾▼ぎ■1云l   

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿  

触症の予防及び感染症の患者に対‾「る臨機に関する法律策12集第1項（同条第6項において準用する場合を含む．〉  
の規定によリ．以下のとおり届け出る．  

雑草年月日 平成 年  月  日  

結  核  発  生  届  

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に閤する法欄眉12条第1項（同条帯6項において準用する場合を含む。）  

の規定により、以下のとおり届け出る．  
糟百年月日 平成  年  月  日  

（署名又は記名押印のこと）  
（著名又は紀名押印のこと）  

従事する病院・診町  
上記卿  

（  ）  

（※病院・診療所に煤事していない医師にあっては，その任所・耶番号を記載）  

甘暮する病院・細郎の名称  
よ紀病院・姶瘍所の荊在地く※）  

ヰ話書号（※）  （  〉  （  〉  
（※病院・鯵優所に従事していない医師にあっては．その住所・t話書号を記敲）  

18 感染原田・感染時縄・感染地域  
1〉 肺爬措  2〉 モの他の結†貞 〈  〉  

18 感染原因・感染推踏・感染地lま  ①感染原田・感染掩路（確定・推定）   

1 飛沫手兵・飛沫感染（感染源の擢環・状況  

1）肺綜桟  2）モの他の綜榛（  1  

発熱 ・闘病  ①感染時因・陪梁絃蹄（‡T定・推定）  1 飛沫横・飛沫怯梁（感染源の柑崩・状 

況  

之 その他（   

か 感染地域（確定・推定）  
1 日本国内（  都道府県  
之 国外（  国  

詳細地1≠  

こ
の
届
出
は
診
断
後
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
 
 
 

市区町村）   

）  

市区町村）  

19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療の  

ために医師が必要と；召める事項  

1g その他良策症のまん廷の肪止及び当該者の医療の ために医師が必要と認める事項  

13初診年月日  平成  
1ヰき多断（検案（類‖年月日  平成  

15臨染したと推定される年月日平成  

16発病年月日（り  平成  
17死亡年月日（頂）  平成  

［
P
ロ
ロ
 
日
 
日
 
日
 
 

月
月
月
d
H
月
 
 

年
年
年
年
年
 
 

13初i享年月日  平成  年  月  日  
1ヰ診断（検冥（※））年月日  平成  年  月  日  

15感染したと推定モれる年月日平成  年 月  日  
1t）発病年月日（り  平成  年  月  日  
17死亡年月日（葬）  平成  年  月  日  

（l．3．11．12、18櫛は報当する番号等を○で囲み、4．5．13から17I内は年齢、年月日を記入すること．  

（登）仰は、死亡者を検案した鳩舎のみ記入すること．い）榔は、患者（曙支那 を診断した場合のみ斉己入すること．   

tl、12閻は、吾桑当するものすべてを記載すること．）   

別記様式2－3～7－7（略）  

（し ユ，ll．ほ柑I帥士該当する書号等を○で困れ4．5．りから17IMは年齢．年月日を記入すること．  
1※）仰は．死亡者を椎菓した場合のみ記入すもこと．（りI抑壬、ま著（確定例）を診断した矯含のみ托入丁ること。  

1l．t2欄は、該当するものすべてをE己止すること．）   

別記様式2－3～7－7（略）  



2 結核  

（1）定義  

結核菌群（ルcobacter／Lm tubercu／os／scomplex、ただし勅′CObacter／LmbwisBCGを除  
く）による感染症である。  

（2）臨床的特徴  

感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は暗痍塗抹陽性の肺結核患者で  
あるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外結核患者が感染源になるこ  
ともある。感染後数週間から一生涯にわたり臨床的に発病の可能性があるが、発病するのは  
通常30％程度である。若い患者の場合、発病に先立つ数ヶ月～数年以内に結核患者と接触歴  

を有することがある。  

感染後の発病のリスクは感染後間もない時期（とくに1年以内）に高く、年齢的には乳幼  
児期、思春期に高い。また、特定の疾患（糖尿病、慢性腎不全、エイズ、じん肺等）を合併し  

ている者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤（副腎皮質ホルモン剤、TNFα阻害薬等）  

治療中の者等においても高くなる。  

多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する（肺結核）が、肺外臓  

器にも起こりうる。肺外罷患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、脊椎・その他の骨■関節、  

腎・尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身に播種した場合には粟粒結核となる。  

肺結核の症状は咳、暗疫、微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血痕、全身倦怠  
感、食欲不振等を伴うこともあるが、初期には無症状のことも多い。   

（3）届出基準  

ア 患者（確定例）  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結核が疑われ、  

かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断した場合には、法第12条  
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  

ただし、病原体及び病原体遺伝子の検出検査方法以外による検査方法については、当該  

検査所見に加え、問診等により医師が結核患者であると診断するに足る判断がなされる場  
合に限り届出を行うものである。  

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の  

右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、気管支拡張  
症、良性腫癌等である。   

イ 無症状病原体保有者  

医師は、診察した者が（2）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の画像検査方法以  
外の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者と診断し、かつ、結核医療を  

必要とすると認められる場合（潜在性結核感染症）に限り、法第12条第1項の規定による  
届出を直ちに行わなければならない。  

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の  

右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

5歳未満の者においては、この検査方法で病原体保有の確認ができない場合であっても、  
患者の飛沫のかかる範囲での反復、継続した接触等の疫学的状況から感染に高度の蓋然性が  

認められる者に限り、届出を行うこと。   

り 疑似症患者  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、結核の疑似症  

患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法第12条第1項の規定による  
届出を直ちに行わなければならない。  

疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考慮し判断する。  

－15－   



エ 感染症死亡者の死体  

医師は．、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核が疑わ   

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡したと判断した場合には、   
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の   

右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

オ 感染症死亡疑い者の死体   

医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核により   

死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな   
らない。  

検査方法   検査材料   

こよる病原体の検出   暗疫、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、気管支肺   

定による病原体の検出  胞洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、脳   
法による病原体遺伝子の  脊髄液、組織材料   

における特異的所見の確  病理組織   

リン反応検査（発赤、硬  

、．壊死の有無）   

の菌特異蛋白刺激による  

ターフエロンγ試験（Q   

における所見の確認   胸部エックス線画像、CT等検査画像   
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別記様式2－2  

結  核  発  生  届  

都道府県知事・：保健所設置市・特別区長） 殿  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項（同条第6項において準用する場合を含む。）  

の規定により、以下のとおり届け出る。  

報告年月日中日   

医師の氏名  印  

（署名又は記名押印のこと）  

従事する病院・診療所の名称  
上記病院・診療所の所在地（※）  

電話番号（※）  （  ）   

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載）  

年 月 日  歳（  か月）  

8 当該者所在地 

18 感染原因・感染経路・感染地域  

1）肺結核  2〉 その他の結核（  ）  

・発熱 ・胸痛  ・せき  ・たん  

・呼吸困難  

・その他（   

・なし  

（D怒染原因・感染経路（確定・推定）   

1 飛沫核・飛沫感染（感染源の種類・状況：  

塗抹検査による病原体の検出   

検体：喀疾・その他（  

分離・同定による病原体の検出   

検体：噂疾・その他（  

核酸増幅法による病原体遺伝子の検出   

検体：喀疾・その他（  

病理検査における特異的所見の確認   

検体：（   

所見：（  

ツベルクリン反応検査  

（発赤■梗紹・水痘・壊死）  

リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インター  

フェロンγ試験（QFT等）  

画像検査における所見の確認   

（  

その他の方法（   

検体（   

結果（  

臨床決定   

（  

他
 
 

の
 
 

そ
 
 
 

2
 
 

こ
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出
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後
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く
だ
さ
い
 
 
 

市区町村）   

）  

19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療の  

ために医師が必要と認める事項  

13初診年月日  平成  

14診断（検案（※））年月日  平成  

15啓染したと推定される年月日平成  

16発病年月日（＊）  平成  

17死亡年月日（※）  平成  

年  月  

年  月  

年  月  日  

年  月  日  

年  月  日  

（1．3．11，12．18欄は該当する番号等を○で囲み、4．5，13から17欄は年齢、年月日を記入すること。  

（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。（＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。  

11．12欄は、該当するものすべてを記載すること。）  
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